
昭和四十八年総理府令第四十一号

恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令

恩給法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第六十号）附則第三条の規定に基づき、同条の仮定俸給年額を定める総理府令を次の

ように定める。

恩給法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第六十号）附則第三条に規定する総理府令で定める額は、昭和四十八年九月三十日

における恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に対応する同法附則別表の仮定俸給年額をＡとし、同表に掲げる仮定俸給年額のう

ち、Ａの直近下位の仮定俸給年額をＢ、Ａの直近上位の仮定俸給年額をＣ、Ｂの四段階上位の仮定俸給年額をＤ、Ｃの四段階上位の仮定

俸給年額をＥとした場合における次の算式により算出した額（その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百

円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。）とする。

Ｄ＋（Ｅ－Ｄ）×（（Ａ－Ｂ）／（Ｃ－Ｂ））

附　則

この府令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
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